
四日市市告示第１７６号 

四日市市空き家バンク制度実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和３年３月３１日 

四日市市長  森 智広 

 

四日市市空き家バンク制度実施要綱の一部を改正する要綱 

四日市市空き家バンク制度実施要綱（平成２８年四日市市告示第１０３号）の一部

を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

四日市市空き家・空き地バンク制度実施

要綱 

四日市市空き家バンク制度実施要綱 

（目的） （目的） 

第１条 この要綱は、定住促進による地

域の活性化と空き家、空き地の有効活

用を図るため、空き家・空き地バンク

制度について必要な事項を定めること

を目的とする。 

第１条 この要綱は、定住促進による地

域の活性化と空き家の有効活用を図る

ため、空き家バンク制度について必要

な事項を定めることを目的とする。 

（用語の意義）  （用語の意義）  

第２条  この要綱において、次の各

号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。  

第２条  この要綱において、次の各

号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。  

(1) （略） (1) （略） 

(2) 空き地 市内に存する土地で、現

に使用していないもの又は今後使用し

なくなる予定であるものをいう。 

 

(3) 所有者等 空き家、空き地に係る

所有権その他の権利を有し、当該空き

家、空き地の売却又は賃貸を行うこと

ができる権利を有している者をいう。 

(2) 所有者等 空き家に係る所有権そ

の他の権利を有し、当該空き家の売却

又は賃貸を行うことができる権利を有

している者をいう。 

(4) 利用者 地域住民の一員として (3) 利用者 地域住民の一員として市



市内で定住し、又は定期的に滞在する

ことを目的として、空き家、空き地の

購入又は賃借を希望する者をいう。 

内で定住し、又は定期的に滞在するこ

とを目的として、空き家の購入又は賃

借を希望する者をいう。 

(5) 空き家・空き地バンク この要綱

の定めるところにより、申込者からの

申込みにより登録された空き家、空き

地に関する情報を、利用者に対して市

のインターネットのホームページ等に

おいて提供する制度をいう。 

(4) 空き家バンク この要綱の定める

ところにより、申込者からの申込みに

より登録された空き家に関する情報

を、利用者に対して市のインターネッ

トのホームページ等において提供する

制度をいう。 

（制度運用上の注意） （制度運用上の注意） 

第３条 この要綱は、空き家・空き地バ

ンク以外の方法による空き家、空き地

の取引を妨げるものではない。 

第３条 この要綱は、空き家バンク以外

の方法による空き家の取引を妨げるも

のではない。 

（登録の対象） （登録の対象） 

第４条 空き家・空き地バンクに登録で

きる住宅は、一戸建て空き家住宅（建

築基準法（昭和25年法律第201号）第２

条第１号に規定する建築物のうち、長

屋（２以上の住戸又は住室を有する建

築物で、かつ、建築物の出入口から住

戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部

分を有しないものをいう。）、共同住

宅（２以上の住戸又は住室を有する建

築物で、かつ、建築物の出入口から住

戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部

分を有するものをいう。）及び給与住

宅（社宅、官舎、寮などをいう。）を

除くものをいう。）とする。 

第４条 空き家バンクに登録できる住宅

は、一戸建て空き家住宅（建築基準法

（昭和25年法律第201号）第２条第１号

に規定する建築物のうち、長屋（２以

上の住戸又は住室を有する建築物で、

かつ、建築物の出入口から住戸の玄関

に至る階段、廊下等の共有部分を有し

ないものをいう。）、共同住宅（２以

上の住戸又は住室を有する建築物で、

かつ、建築物の出入口から住戸の玄関

に至る階段、廊下等の共有部分を有す

るものをいう。）及び給与住宅（社

宅、官舎、寮などをいう。）を除くも

のをいう。）とする。 

２ 空き家・空き地バンクに登録できる

土地は登記簿上の地目が宅地のものと

する。 

 

（申込みの対象者等） （申込みの対象者等） 



第５条 空き家・空き地バンクに登録す

ることができる者（以下「申込者」と

いう。）は、登録する空き家、空き地

について、所有者等と専任媒介契約若

しくは専属専任媒介契約を締結した宅

地建物取引業者とする。 

第５条 空き家バンクに登録することが

できる者（以下「申込者」という。）

は、登録する空き家について、所有者

等と専任媒介契約若しくは専属専任媒

介契約を締結した宅地建物取引業者と

する。 

２ 市長は、所有者等が空き家・空き地

バンクに登録することを希望する場合

は、公益社団法人三重県宅地建物取引

業協会及び公益社団法人全日本不動産

協会三重県本部、その他宅地建物取引

業者から提供された空き家・空き地バ

ンク協力者一覧を提供するものとす

る。 

２ 市長は、所有者等が空き家バンクに

登録することを希望する場合は、公益

社団法人三重県宅地建物取引業協会及

び公益社団法人全日本不動産協会三重

県本部から提供された空き家バンク協

力者一覧を提供するものとする。 

（空き家、空き地に関する登録の申込

等） 

（空き家に関する登録の申込等） 

第６条 申込者は、四日市市空き家・空

き地バンク登録申込書（第１号様式）

に四日市市空き家・空き地バンク登録

カード（第２号様式）及び四日市市空

き家・空き地バンク登録カード（第３

号様式）を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

第６条 申込者は、四日市市空き家バン

ク登録申込書（第１号様式）に四日市

市空き家バンク登録カード（第２号様

式）及び四日市市空き家バンク登録カ

ード〔間取り図・写真〕（第３号様

式）を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の申込みがあった場合

は、その内容について審査し、適切で

あると認めるときは、空き家・空き地

バンクに登録するものとする。 

２ 市長は、前項の申込みがあった場合

は、その内容について審査し、適切で

あると認めるときは、空き家バンクに

登録するものとする。 

３ 市長は、前項の登録をしたときは、

その旨を四日市市空き家・空き地バン

ク登録完了通知書（第４号様式）によ

り申込者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の登録をしたときは、

その旨を四日市市空き家バンク登録完

了通知書（第４号様式）により申込者

に通知するものとする。 

４ 市長は、登録をしていない空き家、 ４ 市長は、登録をしていない空き家に



空き地について、登録をすることが適

当と認められるものは、その所有者等

に対して登録を勧めることができる。 

ついて、登録をすることが適当と認め

られるものは、その所有者等に対して

登録を勧めることができる。 

（空き家、空き地に関する登録の拒

否） 

（空き家に関する登録の拒否） 

第７条 市長は、登録を受けようとする

空き家、空き地が次の各号のいずれか

に該当する場合は、登録を拒否するこ

とができる。 

第７条 市長は、登録を受けようとする

空き家が次の各号のいずれかに該当す

る場合は、登録を拒否することができ

る。 

 (1) 法令等に違反している建築物、土 

 地 

(1) 法令等に違反している建築物 

(2) 前号に規定するもののほか、市長

が適当でないと認める建築物、土地 

(2) 前号に規定するもののほか、市長

が適当でないと認める建築物 

（登録空き家、空き地情報の公開等） （登録空き家情報の公開等） 

第８条 市長は、登録した空き家、空き

地の情報のうち、四日市市空き家・空

き地バンク登録カード（第２号様式）

及び四日市市空き家・空き地バンク登

録カード〔間取り図・写真〕（第３号

様式）を、市のホームページにおいて

公開するとともに、縦覧するものとす

る。 

第８条 市長は、登録した空き家の情報

のうち、四日市市空き家バンク登録カ

ード（第２号様式）及び四日市市空き

家バンク登録カード〔間取り図・写

真〕（第３号様式）を、市のホームペ

ージにおいて公開するとともに、縦覧

するものとする。 

（空き家、空き地に関する登録事項の

変更等の届出） 

（空き家に関する登録事項の変更等の

届出） 

第９条 第６条第３項の規定による通知

を受けた者（以下「登録者」とい

う。）は、登録事項に変更があったと

きは、四日市市空き家・空き地バンク

登録事項変更届出書（第５号様式）に

登録事項の変更内容を記載し、四日市

市空き家・空き地バンク登録カード

（第２～３号様式）を添付して市長に

第９条 第６条第３項の規定による通知

を受けた者（以下「登録者」とい

う。）は、登録事項に変更があったと

きは、四日市市空き家バンク登録事項

変更届出書（第５号様式）に登録事項

の変更内容を記載し、四日市市空き家

バンク登録カード（第２～３号様式）

を添付して市長に提出しなければなら



提出しなければならない。 ない。 

２ 登録者は、登録事項の変更のうち、

次のいずれかに該当するときは、四日

市市空き家・空き地バンク登録取消申

出書（第６号様式）を提出しなければ

ならない。 

２ 登録者は、登録事項の変更のうち、

次のいずれかに該当するときは、四日

市市空き家バンク登録取消申出書（第

６号様式）を提出しなければならな

い。 

(1) 登録された空き家、空き地の売買

又は賃貸借契約が締結されたとき。 

(1) 登録された空き家の売買又は賃貸

借契約が締結されたとき。 

(2) （略） (2) （略） 

第１０条 市長は、次のいずれかに該当

するときは、登録した空き家、空き地

の情報の全部又は一部を取り消すもの

とする。 

第１０条 市長は、次のいずれかに該当

するときは、登録した空き家の情報の

全部又は一部を取り消すものとする。 

(1) 前条第２項の四日市市空き家・空

き地バンク登録取消申出書が提出され

たとき。 

(1) 前条第２項の四日市市空き家バン

ク登録取消申出書が提出されたとき。 

(2) 登録後３年が経過したとき。 (2) 登録後２年が経過したとき。 

(3)から(4)まで （略） (3)から(4)まで （略） 

（交渉等） （交渉等） 

第１１条 登録された空き家、空き地に

ついて交渉を希望する利用者から連絡

を受けた登録者は、遅滞なく利用者及

び所有者等と交渉を行わなければなら

ない。 

第１１条 登録された空き家について交

渉を希望する利用者から連絡を受けた登

録者は、遅滞なく利用者及び所有者等と

交渉を行わなければならない。 

２ 登録者と利用者及び所有者等との空

き家、空き地に関する交渉及び売買、

賃貸借等の契約については、当事者間

で全て行うものとし、市は直接これに

関与しない。 

２ 登録者と利用者及び所有者等との空

き家に関する交渉及び売買、賃貸借等

の契約については、当事者間で全て行

うものとし、市は直接これに関与しな

い。 

(個人情報の保護) (個人情報の保護) 

第１２条 市は、空き家・空き地バンク

の運用に当たっては、個人情報の漏え

第１２条 市は、空き家バンクの運用に

当たっては、個人情報の漏えい、改ざ



い、改ざん、損傷及び滅失の防止その

他の個人情報の適正な管理に努めるも

のとする。 

ん、損傷及び滅失の防止その他の個人

情報の適正な管理に努めるものとす

る。 

２ 空き家・空き地バンク制度の運用に

際して得た情報の使用は、当該制度の

目的の範囲内に限るものとする。 

２ 空き家バンク制度の運用に際して得

た情報の使用は、当該制度の目的の範

囲内に限るものとする。 

 

第１号様式から第６号様式までを次のように改める。 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（都市整備部都市計画課） 


